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（令和6年12月1日現在）

　　　　　区　分

　Ｅ２８

　Ｅ２９（Ｅ２９４を除く）

　Ｅ３０

　Ｅ３１１

　Ｅ３１４

※　令和３年経済センサス活動調査結果を基に岐阜労働局労働基準部賃金室において推計したもの。

6,361 2,120

317 17,631 5,877

70

岐阜県自動車・同附属品
製造業最低賃金

岐阜県航空機・同附属品
製造業最低賃金

適用産業分類

特定（産業別）最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数

適用使用者数 適用労働者数 申出必要者数

（１／３）
　　最低賃金の件名

368 13,683 4,561

岐阜県電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
最低賃金
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令和７年度岐阜地方最低賃金審議会 審議方針（案） 

令 和 ７ 年 ３ 月 1 8 日 

岐阜地方最低賃金審議会は、下記事項に留意し審議を行うものとする。 

記 

１  諮問に係る改正審議に当たっては、専門部会を設置して調査審議を行う。 

 審議会委員は、専門部会委員の選任について、関係団体が公示期限までに推薦 

できるよう協力するものとする。 

２  令和７年度において諮問された岐阜県最低賃金については、令和７年 10 月１日

の発効を目途とし、審議の促進に努力する。 

３  特定最低賃金は、岐阜県全域において適用する。 

特定最低賃金の改正等の必要性に係る調査審議については、審議会で行う。 

改正等の決定については、全会一致の議決となるよう努める。 

４  特定最低賃金については、原則として、最低賃金審議会令第６条第５項の規定に 

  より、専門部会の決議をもって審議会の決議とするが、専門部会において全会一致

で議決されなかった場合には、審議会で決議するものとする。 

５  令和７年度において諮問された特定最低賃金については、一括して令和７年 12 

月 21日の発効を目途とし、審議の促進に努力する。 

   ただし、新設申出業種については、当該申出の取扱いが決定された時点において、 

  別途協議するものとする。 

 

 (注)下線は変更箇所 
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日程 開催時刻 会議名 議題

5月13日（火） 14:00 第487回本審
会長・運小委員選出、運営
規定等確認

7月1日（火） 14:00 第488回本審 県最賃諮問、特賃必要性諮問

7月30日（水） 9:30 第489回本審 県最賃意見陳述、目安伝達

7月30日（水） 11:00 第1回専門部会 県最賃審議

7月31日（木） 13:30 第2回専門部会 県最賃審議

8月1日（金） 13:30 第3回専門部会 県最賃審議

8月4日（月） 13:30 （専門部会予備日） 同上

8月5日（火） 9:30 第4回専門部会 県最賃審議

8月5日（火） 11:00 第490回本審 県最賃答申

8月21日（木） 9:30 第491回本審
県最賃異議答申、特賃意見陳述、
同必要性答申、同金額諮問

9月16日（火） 14:00 特賃合同専門部会 部会長選出、運営規定確認

令和７年５月～９月日程一覧（案）
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特定最低賃金の審議の流れ（令和６年度）    

７/１  ７/29    ８/５   ８/21  ８/21       ９/９～10/16    10/11（自） 

８/21                           10/16（航） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度審議経過  

会 議（議 題） 審議内容 意見書 

７月 29 日 本審 

（県最賃目安伝達・特賃改正 

必要性諮問） 

・必要性諮問 

・必要性有無に関して労使とも意見

表明なし。 

・意見書提出なし 

８月５日 本審 

（県最賃答申・特賃改正 

必要性答申） 

・必要性有無に係る審議 

（自動車：労使あり） 

（電 機：労あり、使なし） 

（航空機：労あり、使なし） 

継続審議となる。 

・必要性に係る意見書 

航空機：労使提出 

８月 21 日 本審 

（県最賃異議審・ 

特賃改正必要性答申・ 

特賃金額改正諮問） 

・必要性有無に係る審議【参考人意見

陳述実施：電機（労使各１名）、航空

機（労側１名、使側２名）】 

・自動車・航空機は必要性あり、電機

は必要性なしの答申。同答申を受け

２業種の金額改正が諮問された。 

・必要性に係る意見書 

 自動車：労使提出 

 電 機：労使提出 

 航空機：労使提出 

（航空機は 8/5 と同じ

意見書） 

９月９日 特賃合同専門部会 

（金額改正審議） 

・部会長、部会長代理の選任 

・運営規程の審議、資料説明 
・意見書提出なし 

第２回特賃専門部会 10/３～７ 

（金額改正審議） 

第３回特賃専門部会 10/11～16 

（金額改正審議） 

・金額改正審議（二者協議） 

10/11 自動車答申（1,057 円） 

10/16 航空機答申（1,049 円） 

・金額改正に係る 

意見書 

 自動車：労使提出 

 航空機：労使提出 

 

申 
 

 
 

出 
 

必 

要 

性 

の 

諮 

問 

関係労使 

意見書提出・ 

参考人意見陳述 

８/21 

金 

額 

の 
諮 
問 

必 

要 

性 

答 

申 

審 議 

意 見 書 

提出公示 

８/22 

答 
 

 
 

申 

公示意見書 

提出なし 

意見聴取 

（労使意見書 

提出） 

審 議 
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特定最低賃金の審議の流れ（令和７年度（案））    

６月下旬 ７月初旬 ８月下旬  ８月下旬  ８月下旬    ９月中旬～10 月中旬   10 月下旬                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度審議日程  

会 議（議 題） 審議内容 意見聴取等 

７月初旬 

 本審（特賃改正必要性諮問） 
・必要性諮問（各業種） 

・労使双方は８月中旬

頃(期限指定)までに

改正必要性に係る意

見書を提出すること

に加えて、参考人聴取

意見聴取を希望する

場合は事務局へ申出

する。 

８月下旬  

本審（特賃改正必要性答申・ 

特賃金額改正諮問） 

・必要性有無に係る審議（各業種） 

・必要性有無に係る答申（各業種） 

・金額改正に係る諮問（各業種） 

・必要性有無に係る 

意見書朗読（事務局） 

・必要性有無に係る 

参考人意見陳述（希望

する場合のみ） 

９月中旬 

 特賃合同専門部会 

（金額改正審議） 

・部会長、部会長代理の選任 

・運営規程の審議、資料説明 

・労使双方は９月下

旬（期限指定）までに

金額改正に係る意見

書を提出する。 

10月上旬～10月中旬 

 特賃専門部会（金額改正審議） 

・金額改正審議（各業種） 

・金額改正に係る答申（全会一致の

場合） 

・金額改正に係る 

意見書朗読（事務局） 

 

申 
 

 
 

 

出 
 

必 

要 

性 

の 

諮 

問 

関係労使意見書 

提出８月中旬 

参考人意見陳述 

８月下旬 

金 

額 

の 

諮 
問 

審  議 

（専門部会） 
必 

要 

性 

答 

申 

審 議 

（本審） 

意 見 書 

提出公示 

８月下旬 

答 
 

 
 

 

申 

公示意見書

提出 

意見聴取 

（意見書） 

９月下旬 
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15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（金） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月2日（土） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月3日（日） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月4日（月） 8月19日（火） 8月29日（金） 9月28日（日）

8月5日（火） 8月20日（水） 9月1日（月） 10月1日（水）

8月6日（水） 8月21日（木） 9月2日（火） 10月2日（木）

8月7日（木） 8月22日（金） 9月3日（水） 10月3日（金）

8月8日（金） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月9日（土） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月10日（日） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月11日（月） 8月26日（火） 9月5日（金） 10月5日（日）

8月12日（火） 8月27日（水） 9月8日（月） 10月8日（水）

8月13日（水） 8月28日（木） 9月9日（火） 10月9日（木）

8月14日（木） 8月29日（金） 9月10日（水） 10月10日（金）

8月15日（金） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月16日（土） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月17日（日） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月18日（月） 9月2日（火） 9月12日（金） 10月12日（日）

8月19日（火） 9月3日（水） 9月16日（火） 10月16日（木）

8月20日（水） 9月4日（木） 9月17日（水） 10月17日（金）

8月21日（木） 9月5日（金） 9月18日（木） 10月18日（土）

8月22日（金） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月23日（土） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月24日（日） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月25日（月） 9月9日（火） 9月22日（月） 10月22日（水）

8月26日（火） 9月10日（水） 9月24日（水） 10月24日（金）

8月27日（水） 9月11日（木） 9月25日（木） 10月25日（土）

8月28日（木） 9月12日（金） 9月26日（金） 10月26日（日）

8月29日（金） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月30日（土） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月31日（日） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表

（地域別最低賃金）

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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15日 10営業日 30日

→ → →

10月1日（水） 10月16日（木） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月2日（木） 10月17日（金） 10月31日（金） 11月30日（日）

10月3日（金） 10月20日（月） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月4日（土） 10月20日（月） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月5日（日） 10月20日（月） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月6日（月） 10月21日（火） 11月5日（水） 12月5日（金）

10月7日（火） 10月22日（水） 11月6日（木） 12月6日（土）

10月8日（水） 10月23日（木） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月9日（木） 10月24日（金） 11月10日（月） 12月10日（水）

10月10日（金） 10月27日（月） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月11日（土） 10月27日（月） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月12日（日） 10月27日（月） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月13日（月） 10月28日（火） 11月12日（水） 12月12日（金）

10月14日（火） 10月29日（水） 11月13日（木） 12月13日（土）

10月15日（水） 10月30日（木） 11月14日（金） 12月14日（日）

10月16日（木） 10月31日（金） 11月17日（月） 12月17日（水）

10月17日（金） 11月4日（火） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月18日（土） 11月4日（火） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月19日（日） 11月4日（火） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月20日（月） 11月4日（火） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月21日（火） 11月5日（水） 11月19日（水） 12月19日（金）

10月22日（水） 11月6日（木） 11月20日（木） 12月20日（土）

10月23日（木） 11月7日（金） 11月21日（金） 12月21日（日）

10月24日（金） 11月10日（月） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月25日（土） 11月10日（月） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月26日（日） 11月10日（月） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月27日（月） 11月11日（火） 11月26日（水） 12月26日（金）

10月28日（火） 11月12日（水） 11月27日（木） 12月27日（土）

10月29日（水） 11月13日（木） 11月28日（金） 12月28日（日）

10月30日（木） 11月14日（金） 12月1日（月） 12月31日（水）

10月31日（金） 11月17日（月） 12月2日（火） 1月1日（木）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表

（特定(産業別)最低賃金）

※12月21日(日)発効とするためには、10月23日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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andouy
フリーテキスト
資料№８
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「中
小
企
業
に
お
け
る

最
低
賃
金
の
影
響
に
関
す
る
調
査
」

集
計
結
果

20
25
年
３
月
５
日

日
本
商
工
会
議
所
・東
京
商
工
会
議
所

■
調
査
概
要

１
■
集
計
結
果
の
主
な
ポ
イン
ト

２
１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
つ
い
て

３
～

13
２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標
に
つ
い
て

14
～

20
■
（
参
考
資
料
）
業
種
別
集
計

21
～

27

25

andouy
フリーテキスト
資料№９



16
.6

%
26

.6
%

8.
6%

11
.7

%
2.

8%
3.

9%
8.

1%
2.

0% 3.
3%

12
.8

%
3.

8%

建
設
業

製
造
業

卸
売
業

小
売
業

情
報
通
信
・情
報
サ
ー
ビス
業

運
輸
業

宿
泊
・飲
食
業

医
療
・福
祉
・介
護
業

金
融
・保
険
・不
動
産
業

その
他
サ
ー
ビス
業

その
他

19
.2

%
13

.6
%

16
.1

%
22

.0
%

12
.8

%
13

.8
%

2.
4%

5人
以
下

6～
10
人
以
下

11
～

20
人
以
下

21
～

50
人
以
下

51
～

10
0人
以
下

10
1～

30
0人
以
下

30
1人
以
上

1

（
１
）
調
査
地
域
：
全
国

4
7
都
道
府
県

 
 

 （
２
）
回
答
企
業
数
：

3
,9

5
8
社

（
３
）
調
査
期
間
：

2
0

2
5
年
１
月

2
0
日
～
２
月

1
4
日

  
（
４
）
回
収
商
工
会
議
所
数
：

3
8

9
商
工
会
議
所

（
５
）
調
査
方
法
：
各
地
商
工
会
議
所
職
員
の
依
頼
に
よ
る

W
eb
回
答
等

（
６
）
調
査
の
目
的
：
中
小
企
業
に
お
け
る
最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
や
政
府
目
標
へ
の
受
止
め
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
の
実
態
を
把
握

す
る
こ
と
で
、
当
所
の
意
見
・要
望
活
動
に
活
か
す
た
め
。

■
調
査
概
要

【従
業
員
規
模
】

5人
以
下
：

75
9社
【1

9.
2％
】

6～
10
人
：

54
0社
【1

3.
6％
】

11
～

20
人
：

63
9社
【1

6.
1％
】

21
～

50
人
：

87
2社
【2

2.
0%
】

51
～

10
0人
：

50
5社
【1

2.
8％
】

10
1～

30
0人
：

54
8社
【1

3.
8％
】

30
1人
以
上
：

95
社
【2

.4
％
】

＜
回
答
企
業
の
属
性
＞
（
※
）
四
捨
五
入
の
た
め
、内
訳
の
合
計
は

10
0%
に
な
らな
い
場
合
が
あ
る

【業
種
】

建
設
業
：

65
6社
【1

6.
6%
】

製
造
業
：

1,
05

3社
【2

6.
6%
】

卸
売
業
：

33
9社
【8

.6
%
】

小
売
業
：

46
3社
【1

1.
7%
】

情
報
通
信
・情
報
サ
ー
ビス
業
：

10
9社
【2

.8
%
】 

運
輸
業
：

15
3社
【3

.9
%
】

 
宿
泊
・飲
食
業
：

32
1社
【8

.1
％
】

 医
療
・福
祉
・介
護
業
：

78
社
【2

.0
%
】

金
融
・保
険
・不
動
産
業
：

13
2社
【3

.3
%
】

そ
の
他
サ
ー
ビス
業
：

50
5社
【1

2.
8%
】
その
他
：

14
9社
【3

.8
％
】

 

【地
域
】

○
東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市
（
札
幌
市
、仙
台
市
、さ
い
た
ま市
、千
葉
市
、横
浜
市
、川
崎
市
、相
模
原
市
、新
潟
市
、静
岡
市
、浜
松
市
、名
古
屋
市
、京
都
市
、大
阪
市
、堺

市
、神
戸
市
、岡
山
市
、広
島
市
、北
九
州
市
、福
岡
市
、熊
本
市
）
：

60
1社
【1

5.
2%
】

○
東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市
以
外
：

3,
35

7社
【8

4.
8%
】
※
以
下
、「
政
令
指
定
都
市
以
外
」と
略
称
。 
（
うち
従
業
員
数

20
人
以
下
：

1,
61

9社
【4

0.
9％
】）

東
京

23
区
・政
令

指
定
都
市

15
.2
％

政
令
指
定
都
市
以
外

84
.8
％

うち
従
業
員
数

20
人
超

43
.9
％

うち
従
業
員
数

20
人
以
下

40
.9
％

都
市
部

地
方

地
方
・小
規
模

26



■
調
査
結
果
の
ポ
イ
ン
ト

2

中
小
企
業
に
お
け
る
最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
や
政
府
目
標
へ
の
受
止
め
に
つ
い
て
、全
国
の
商
工
会
議
所
会
員
企
業

を
対
象
に
調
査
。3

,9
5

8
社
の
回
答
を
、東
京

2
3
区
・政
令
指
定
都
市
の
都
市
部
（

6
0

1
社
）
とそ
れ
以
外
の
地
方

（
3

,3
5

7
社
、
う
ち
従
業
員

2
0
人
以
下
の
小
規
模
企
業

1
,6

1
9
社
）
に
分
け
、
集
計
・分
析
を
行
った
。

■
 2

0
2

4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
の
「影
響
」、
「負
担
感
」と
も
、
都
市
部
に
比
べ
地
方
で
深
刻
な
状
況

○
2

0
2

4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
よ
り、

「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た
」企
業
は
４
割
超
（

4
4

.3
%
）

 地
方
で
は
半
数
近
く（

4
6

.4
％
）
に
達
し
、都
市
部
（

3
2

.4
％
）
よ
り

1
4
ポ
イ
ン
ト
高
い

○
現
在
の
最
低
賃
金
の
負
担
感
に
つ
い
て
、「
大
い
に
負
担
」・
「多
少
は
負
担
」の
合
計
は
７
割
超
（

7
6

.0
％
）

地
方
で
は
８
割
近
く（

7
7

.5
％
）
に
達
し
、都
市
部
（

6
7

.9
％
）
よ
り

9
.6
ポ
イ
ン
ト
高
い

■
 新
た
な
政
府
目
標
に
つ
い
て
、
地
方
・小
規
模
企
業
の
４
社
に
１
社
が
「対
応
不
可
能
」と
回
答
。

2
0

2
5
年
度
よ
り

7
.3
％
引
上
げ
と
な
れ
ば
、
地
方
・小
規
模
企
業
の
２
割
が
「休
廃
業
等
を
検
討
」

○
新
た
な
政
府
目
標
（

20
20
年
代
に
全
国
加
重
平
均

1,
50

0円
）
に
つ
い
て
、

「対
応
は
不
可
能
（

1
9

.7
%
）
」・
「対
応
は
困
難
（

5
4

.5
%
）
」の
合
計
は
７
割
超
（

7
4

.2
％
）

 地
方
・小
規
模
企
業
で
は
４
社
に
１
社
（

2
5

.1
％
）
が
「対
応
は
不
可
能
」と
回
答

○
2

0
2

5
年
度
よ
り
政
府
目
標
ど
お
り
の
引
上
げ
（

7
.3
％
）
が
行
わ
れ
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て
、

「収
益
悪
化
に
よ
り
、
事
業
継
続
が
困
難
（
廃
業
、
休
業
等
の
検
討
）
」と
の
回
答
が

1
5

.9
％

 地
方
・小
規
模
企
業
で
は
２
割
（

2
0

.1
％
）
に
達
す
る

○
対
応
可
能
な
引
上
げ
の
水
準
に
つ
い
て
は
、「
１
％
未
満
」か
ら
「３
％
程
度
」ま
で
の
合
計
が
約
７
割
（

67
.9
％
）

 
 「
７
％
程
度
」・
「８
％
以
上
」の
合
計
（
＝

7.
3％
に
対
応
可
能
）
は
、わ
ず
か

1
.0
％
に
とど
ま
る
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3

１
. 今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
つ
い
て

28



1
8

.9
%

4
0

.3
%

3
8

.8
%

3
8

.4
%

4
4

.3
%1
4

.9
%

1
5

.9
%

2
4

.6
%

2
9

.8
% 2

7
.4

%

6
5

.7
%

4
3

.2
%

3
4

.7
%

3
1

.4
%

2
8

.3
%

0
.5

%

0
.5

%

2
.0

%

0
.4

%

0
.0

%

2
0

2
1
年

2
0

2
2
年

2
0

2
3
年

2
0

2
4
年

2
0

2
5
年

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
な
か
っ
た
が
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
な
か
っ
た

無
回
答

１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

2
0

2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
を
受
け
た
中
小
企
業
の
割
合

○
2

0
2

4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
（
全
国
加
重
平
均

51
円
：

1,
00

4円
→

1,
05

5円
 ※
過
去
最
高
）
を
受
け
、

「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た
」中
小
企
業
は
４
割
を
超
え
（

4
4

.3
%
）
、

昨
年
調
査
か
ら

5
.9
ポ
イ
ン
ト
増
加
。

4

【全
体
集
計
】

n=
3,

95
8

+
5

.9
ポ
イ
ン
ト
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4
4

.3
%

3
2

.4
%

4
6

.4
%

3
6

.9
%

2
7

.4
%

2
9

.3
%

2
7

.1
%

2
7

.5
%

2
8

.3
%

3
8

.3
% 2

6
.5

%

3
5

.5
%

全
  体

（
地
域
別
）
東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

（
地
域
別
）
政
令
指
定
都
市
以
外

（
地
域
別

×
規
模
別
）

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
な
か
っ
た
が
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
な
か
っ
た

１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

2
0

2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
を
受
け
た
中
小
企
業
の
割
合

 【
地
域
別
・規
模
別
】

5

【地
域
別
・規
模
別
集
計
】 n=

3,
35

7

n=
3,

95
8

n=
60

1

n=
1,

61
9

○
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た
」中
小
企
業
の
割
合
は
、地
方
で
は
半
数
近
く

（
4

6
.4
％
）
に
達
し
、
都
市
部
（

3
2

.4
％
）
よ
り

1
4
ポ
イ
ン
ト
高
い
。

都
市
部

地
方

地
方
・小
規
模
企
業

+
1

4
.0
ポ
イ
ン
ト
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2
8

.4
%

4
3

.8
%

4
2

.6
%

4
3

.7
%

2
8

.1
%

2
7

.0
%

3
0

.8
%

2
7

.4
% 1
0

.9
%

8
.4

%1
0

.8
%

8
.7

%

9
.7

%

6
.1

%5
.6

%

6
.1

%

7
.2

%

6
.2

%6
.7

%

6
.3

% 1
5

.7
%8
.5

%

3
.6

%

7
.9

%

（
地
域
別

×
規
模
別
）

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

（
地
域
別
）
政
令
指
定
都
市
以
外

（
地
域
別
）
東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

全
体

１
割
未
満

１
割
以
上
３
割
未
満

３
割
以
上
５
割
未
満

５
割
以
上
７
割
未
満

７
割
以
上
９
割
未
満

９
割
以
上

○
最
低
賃
金
を
下
回
っ
た
た
め
賃
金
を
引
き
上
げ
た
従
業
員
が
全
体
の
「５
割
以
上
」に
達
す
る
中
小
企
業
が
、約
２
割

（
2

0
.3
％
）
。

○
地
方
（

2
0

.8
％
）
は
都
市
部
（

1
5

.9
％
）
よ
り

4
.9
ポ
イ
ン
ト
高
く、
地
方
・小
規
模
企
業
で
は
、「
５
割
以
上
」と
の

回
答
が
３
割
を
超
え
る
（

3
2

.6
％
）
。

6
１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

最
低
賃
金
を
下
回
っ
た
た
め
賃
金
を
引
き
上
げ
た
従
業
員
の
割
合

5
割
以
上
：

2
0

.3
%

n=
1,

75
2

※
④
頁
に
て
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
た
め
、賃
金
を
引
き
上
げ
た
」と
回
答
した
企
業

2
0

.8
%

3
2

.6
%

1
5

.9
%

【地
域
別
・規
模
別
集
計
】 n=

19
5

n=
1,

55
7

n=
59

8

+
4

.9
ポ
イ
ン
ト

都
市
部

地
方

地
方
・小
規
模
企
業

31



１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

最
低
賃
金
を
下
回
っ
た
た
め
賃
金
を
引
上
げ
た
従
業
員
の
属
性

○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
伴
い
賃
上
げ
を
行
っ
た
対
象
は
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」が
約
８
割
（

8
1

.3
％
）
で
最
多
。

○
「正
社
員
」も
約
３
割
（

2
7

.2
％
）
に
達
し、
地
方
（

2
7

.6
％
）
は
都
市
部
（

2
4

.6
％
）
よ
り

3
.0
ポ
イ
ン
ト
高
い
。7

【地
域
別
・規
模
別
集
計
，
複
数
回
答
】 全
体

n=
1,

75
2

地
域
別

×
規
模
別

都
市
部

東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

n=
19

5

地
方

政
令
指
定
都
市
以
外

n=
1,

55
7

地
方
・小
規
模
企
業

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

n=
59

8

正
社
員

2
7

.2
%

2
4

.6
%

2
7

.6
%

2
4

.6
%

フ
ル
タ
イ
ム
・

有
期
契
約
労
働
者

2
1

.2
%

2
2

.6
%

2
1

.1
%

1
1

.4
%

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

(主
婦
パ
ー
ト
、
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

)
8

1
.3

%
7

9
.5

%
8

1
.5

%
8

5
.5

%

そ
の
他

3
.8

%
3

.6
%

3
.8

%
1

.5
%

※
④
頁
に
て
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
た
め
、賃
金
を
引
き
上
げ
た
」と
回
答
した
企
業

+
3

.0
ポ
イ
ン
ト
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3
.7

%

4
.5

%6
.2

%

1
6

.0
%

1
7

.3
%

1
8

.8
%

1
9

.6
%2

2
.3

%

2
6

.9
%

3
1

.4
%

そ
の
他

他
の
従
業
員
の
賃
上
げ
抑
制
、
一
時
金
等
の
削
減

従
業
員
数
の
削
減
、
採
用
の
抑
制
（
非
正
規
社
員
含
む
）

残
業
時
間
・シ
フ
ト
の
削
減
（
非
正
規
社
員
含
む
）

設
備
投
資
の
抑
制
等
、
人
件
費
以
外
の
コ
ス
ト
の
削
減

生
産
・業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
に
よ
る
生
産
性
向
上

支
払
い
原
資
に
余
力
が
あ
り
、
特
に
対
応
は
行
っ
て
い
な
い

原
材
料
費
等
増
加
分
の
製
品
・サ
ー
ビ
ス
価
格
へ
の
転
嫁

人
件
費
増
加
分
の
製
品
・サ
ー
ビ
ス
価
格
へ
の
転
嫁

具
体
的
な
対
応
が
取
れ
ず
、
収
益
を
圧
迫
し
て
い
る

【全
体
集
計
，
複
数
回
答
】

※
④
頁
に
て
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
た
め
、賃
金
を
引
き
上
げ
た
」も
しく
は
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト・
ア
ル
バ
イト
含
む
）
が
い

な
か
った
が
、賃
金
を
引
き
上
げ
た
」と
回
答
した
企
業

１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

最
低
賃
金
引
上
げ
に
と
も
な
う
人
件
費
増
へ
の
対
応

○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
伴
う
人
件
費
増
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
具
体
的
な
対
応
が
取
れ
ず
、
収
益
を
圧
迫
し
て
い
る
」

が
約
３
割
（

3
1

.4
%
）
と
最
多
。

○
「人
件
費
増
加
分
の
価
格
転
嫁
（

2
6

.9
%
）
」、
「原
材
料
費
等
増
加
分
の
価
格
転
嫁
（

2
2

.3
%
）
」が
続
く。

8

n=
2,

83
7

33



○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
伴
う
人
件
費
増
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、「
具
体
的
な
対
応
が
取
れ
ず
、
収
益
を
圧
迫
」と
の
回
答
割

合
は
、都
市
部
（

2
8

.8
％
）
に
比
べ
、
地
方
（

3
1

.8
％
）
は

3
.0
ポ
イ
ン
ト
、
地
方
・小
規
模
（

3
4

.5
％
）
は

5
.7

ポ
イ
ン
ト
高
い
。

○
逆
に
「人
件
費
増
加
分
の
価
格
転
嫁
」と
の
回
答
割
合
は
、都
市
部
（

2
8

.3
％
）
に
比
べ
、
地
方
（

2
6

.7
％
）
は

1
.6
ポ
イ
ン
ト
、
地
方
・小
規
模
企
業
（

2
5

.0
％
）
は

3
.3
ポ
イ
ン
ト
低
い
。

9

【地
域
別
・規
模
別
集
計
，
複
数
回
答
】
※
④
頁
に
て
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
た
め
、賃
金
を
引
き
上
げ
た
」も
しく
は
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト・
ア
ル
バ
イト
含

む
）
が
い
な
か
った
が
、賃
金
を
引
き
上
げ
た
」と
回
答
した
企
業

１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

最
低
賃
金
引
上
げ
に
と
も
な
う
人
件
費
増
へ
の
対
応

 【
地
域
別
・規
模
別
】

全
体

n=
1,

75
2

地
域
別

×
規
模
別

都
市
部

東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

n=
19

5

地
方

政
令
指
定
都
市
以
外

n=
1,

55
7

地
方
・小
規
模
企
業

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

n=
59

8

具
体
的
な
対
応
が
取
れ
ず
、

収
益
を
圧
迫
し
て
い
る

3
1

.4
%

2
8

.8
%

3
1

.8
%

3
4

.5
%

人
件
費
増
加
分
の
製
品
・サ
ー

ビ
ス
価
格
へ
の
転
嫁

2
6

.9
%

2
8

.3
%

2
6

.7
%

2
5

.0
%

+
3

.0
ポ
イ
ン
ト

+
5

.7
ポ
イ
ン
ト

▲
1

.6
ポ
イ
ン
ト

▲
3

.3
ポ
イ
ン
ト
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【価
格
転
嫁
】

○
労
務
費
増
加
分
を
製
品
販
売
価
格
に
転
嫁
し
て
い
る
が
、消
費
者
に
は
受
入
れ
ら
れ
難
い
。

（
東
海
・小
売
業
）

○
製
品
価
格
へ
の
転
嫁
は
した
が
、原
材
料
価
格
も
高
騰
して
お
り、
結
果
的
に
追
い
つ
か
な
い
状
況
。（
関
西
・製
造
業
）

【人
件
費
全
体
へ
の
影
響
】

⃝
給
料
に
充
て
る
事
の
出
来
る
資
金
が
限
られ
て
い
る
の
で
、最
低
賃
金
が
上
が
り
支
払
い
が
増
え
た
分
、他
の
職
員
の
支

払
い
を
抑
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
。

 
（
北
海
道
・そ
の
他
サ
ー
ビス
業
）

○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
よ
り、
全
て
の
社
員
に
昇
給
を
望
ま
れ
、経
営
は
難
し
く将
来
が
心
配
。

（
関
東
・建
設
業
）

○
人
手
不
足
で
あ
る
の
に
、従
業
員
の
削
減
を
検
討
し
な
い
と
い
け
な
い
ほ
ど
人
件
費
率
が
膨
ら
ん
で
い
る
。

（
関
西
・宿
泊
・飲
食
業
）

【採
用
・設
備
投
資
の
見
直
し
】

○
設
備
投
資
を
抑
制
し、
人
件
費
以
外
の
コ
ス
ト
を
削
減
した
。D

X化
に
よ
り、
業
務
効
率
向
上
を
図
った
。

 
 （
中
部
・運
輸
業
）

【支
援
策
】

⃝
自
動
機
な
どの
機
械
導
入
が
難
しい
業
務
な
の
で
、国
の
支
援
策
に
該
当
せ
ず
困
った
。現
場
に
あ
っ
た
支
援
策
が
欲
し
い
。

（
東
北
・製
造
業
）10

１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

最
低
賃
金
引
上
げ
に
と
も
な
う
人
件
費
増
へ
の
対
応

 【
自
由
回
答
欄
よ
り
】
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3
2

.3
%

2
0

.5
%

1
6

.8
%2
5

.1
%

4
3

.7
%

4
5

.2
%

3
8

.3
%

4
0

.3
%

2
0

.5
%

3
0

.4
%

3
3

.6
%

3
0

.7
%

3
.5

%

3
.2

%

4
.2

%

3
.1

%

0
.6

%

7
.1

%0
.9

%

2
0

2
5
年

2
0

2
4
年

2
0

2
3
年

2
0

2
2
年

大
い
に
負
担
に
な
っ
て
い
る

多
少
は
負
担
に
な
っ
て
い
る

負
担
に
な
っ
て
い
な
い

分
か
ら
な
い

無
回
答

○
現
在
の
最
低
賃
金
の
負
担
感
に
つ
い
て
、「
大
い
に
負
担
」と
「多
少
は
負
担
」の
合
計
は
７
割
超
（

7
6

.0
％
）
に
達
し、

昨
年
調
査
か
ら

1
0

.3
ポ
イ
ン
ト
増
加
。

○
「大
い
に
負
担
」の
割
合
は
３
割
超
（

3
2

.3
%
）
と、
昨
年
調
査
か
ら

1
1

.8
ポ
イ
ン
ト
増
加
。

11

n=
3,

95
8

【全
体
集
計
】

「大
い
に
負
担
」+
「多
少
は
負
担
」：

6
5

.7
%

7
6

.0
%

１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

現
在
の
最
低
賃
金
の
負
担
感

+
1

0
.3
ポ
イ
ン
ト
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3
4

.0
%

3
3

.2
%

2
7

.6
%

3
2

.3
%

4
1

.7
%

4
4

.3
%

4
0

.3
%4

3
.7

%

1
9

.4
%

1
9

.2
%

2
7

.8
%2
0

.5
%

4
.9

%

3
.3

%

4
.3

%

3
.5

%

（
地
域
別

×
規
模
別
）

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

（
地
域
別
）
政
令
指
定
都
市
以
外

（
地
域
別
）
東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

全
体

大
い
に
負
担
に
な
っ
て
い
る

多
少
は
負
担
に
な
っ
て
い
る

負
担
に
な
っ
て
い
な
い

分
か
ら
な
い

○
現
在
の
最
低
賃
金
の
負
担
感
に
つ
い
て
、「
大
い
に
負
担
」と
「多
少
は
負
担
」の
合
計
は
、都
市
部
（

6
7

.9
％
）
に
比

べ
、
地
方
（

7
7

.5
％
）
は

9
.6
ポ
イ
ン
ト
、
地
方
・小
規
模
企
業
（

7
5

.5
％
）
は

7
.8
ポ
イ
ン
ト
高
い
。

12
１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

現
在
の
最
低
賃
金
の
負
担
感

【地
域
別
・規
模
別
集
計
】 n=

3,
95

8

「大
い
に
負
担
」+
「多
少
は
負
担
」：

7
6

.0
%

7
5

.7
%

7
7

.5
%

【地
域
別
・規
模
別
】

n=
1,

61
9

n=
3,

35
7

n=
60

1

6
7

.9
%

都
市
部

地
方

地
方
・小
規
模
企
業

+
9

.6
ポ
イ
ン
ト

+
7

.8
ポ
イ
ン
ト
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8
.3

%

6
.3

%

6
.7

%

6
.3

%

6
5

.6
%

6
0

.7
%

5
4

.6
%

5
9

.8
%

2
6

.1
%

3
3

.0
%

3
8

.8
%

3
3

.9
%

（
地
域
別

×
規
模
別
）

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

（
地
域
別
）
政
令
指
定
都
市
以
外

（
地
域
別
）
東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

全
体

引
き
下
げ
る
べ
き

引
き
上
げ
ず
に
、
現
状
の
金
額
を
維
持
す
べ
き

引
き
上
げ
る
べ
き

○
2

0
2

5
年
度
の
最
低
賃
金
改
定
に
つ
い
て
、「
引
き
下
げ
る
べ
き
」と
「引
き
上
げ
ず
に
、
現
状
の
金
額
を
維
持
す
べ
き
」の

合
計
は
７
割
弱
（

6
6

.1
%
）
。

○
都
市
部
（

6
1

.3
％
）
に
比
べ
、
地
方
（

6
7

.0
％
）
は

5
.7
ポ
イ
ン
ト
、
地
方
・小
規
模
企
業
（

7
3

.9
％
）
は

1
2

.6
ポ
イ
ン
ト
高
い
。

13
１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

2
0

2
5
年
度
の
最
低
賃
金
改
定
に
対
す
る
考
え

+
5

.7
ポ
イ
ン
ト

n=
3,

95
8「引
き
下
げ
る
べ
き
」+
「引
き
上
げ
ず
に
、
現
状
の
金
額
を
維
持
す
べ
き
」：

6
6

.1
%

【地
域
別
・規
模
別
集
計
】

6
7

.0
%

7
3

.9
%

+
1

2
.6
ポ
イ
ン
ト

n=
1,

61
9

n=
3,

35
7

n=
60

1

6
1

.3
%

都
市
部

地
方

地
方
・小
規
模
企
業
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14

２
. 最
低
賃
金
の
政
府
目
標
に
つ
い
て

39



2
5

.1
%

2
0

.5
%

1
5

.6
%

1
9

.7
%

5
1

.3
%

5
5

.9
%

4
6

.3
%

5
4

.5
%

1
9

.7
%

2
0

.9
%

3
0

.1
%

2
2

.3
%

4
.0

%

2
.7

%

8
.0

%

3
.5

%

（
地
域
別

×
規
模
別
）

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

（
地
域
別
）
政
令
指
定
都
市
以
外

（
地
域
別
）
東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

全
体

対
応
は
不
可
能

対
応
は
困
難

対
応
は
可
能

既
に
対
応
済
み

「対
応
は
不
可
能
」+
「対
応
は
困
難
」：

7
4

.2
％

6
1

.9
％

7
6

.4
％

7
6

.4
％

n=
1,

61
9

n=
3,

35
7

n=
60

1
+

1
4

.5
ポ
イ
ン
ト

+
1

4
.5
ポ
イ
ン
ト

○
新
た
な
政
府
目
標
（

20
20
年
代
に
全
国
加
重
平
均

1,
50

0円
）
に
対
し、
「対
応
は
不
可
能
」も
し
くは
「対
応
は
困

難
」と
回
答
し
た
企
業
は
７
割
を
超
え
る
（

7
4

.2
％
）
。

○
都
市
部
（

6
1

.9
％
）
に
比
べ
、
地
方
な
ら
び
に
地
方
・小
規
模
企
業
（
い
ず
れ
も

7
6

.4
％
）
は

1
4

.5
ポ
イ
ン
ト
高
く、

地
方
・小
規
模
企
業
で
は
、

4
社
に
１
社
（

2
5

.1
%
）
が
「対
応
は
不
可
能
」と
回
答
。

15
２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標

新
た
な
政
府
目
標
「2

0
2

0
年
代
に
全
国
加
重
平
均

1
,5

0
0
円
」に
対
す
る
考
え

n=
3,

95
8

【地
域
別
・規
模
別
集
計
】

都
市
部

地
方

地
方
・小
規
模
企
業

40



2
1

.2
%

6
.0

%

1
5

.6
%

1
5

.9
%

2
4

.0
%

2
5

.0
%

3
1

.3
%

3
9

.6
%

特
に
な
し

そ
の
他

既
存
事
業
・サ
ー
ビ
ス
の
縮
小

収
益
悪
化
に
よ
り
、
事
業
継
続
が
困
難

(廃
業
、
休
業
等
の
検
討

)

従
業
員
数
の
削
減
、
採
用
の
抑
制

(非
正
規
社
員
含
む

)

他
の
従
業
員
の
賃
上
げ
抑
制
、
一
時
金
等
の
削
減

残
業
時
間
・シ
フ
ト
の
削
減

(非
正
規
社
員
含
む

)

設
備
投
資
の
抑
制
・新
規
事
業
の
取
り
や
め
等
、
人
件
費
以
外
の
コ
ス
ト
の
削
減

○
2

0
2

5
年
度
よ
り
政
府
目
標
ど
お
り
の
最
低
賃
金
引
上
げ
（

7
.3
％
・8

9
円
）
が
行
わ
れ
た
場
合
、想
定
さ
れ
る
自
社

へ
の
具
体
的
な
影
響
に
つ
い
て
は
、「
人
件
費
以
外
の
コ
ス
ト
の
削
減
」と
の
回
答
が
約
４
割
（

3
9

.6
％
）
で
最
多
。

○
「残
業
時
間
・シ
フ
ト
の
削
減
（

3
1

.3
％
）
」、
「他
の
従
業
員
の
賃
上
げ
抑
制
、
一
時
金
等
の
削
減
」（

2
5

.0
％
）
、

「従
業
員
数
の
削
減
・採
用
の
抑
制
（

2
4

.0
%
）
」が
２
～
３
割
で
続
く。

○
「収
益
悪
化
に
よ
り
、
事
業
継
続
が
困
難
（
廃
業
、
休
業
等
の
検
討
）
」と
の
回
答
も
１
割
を
超
え
る
（

1
5

.9
％
）
。16

２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標

政
府
目
標
ど
お
り
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
場
合
の
影
響

【全
体
集
計
，
複
数
回
答
】

n=
3,

81
8

※
⑮
頁
に
て
「対
応
は
不
可
能
」、
「対
応
は
困
難
」、
「対
応
は
可
能
」と
回
答
した
企
業

41



○
2

0
2

5
年
度
よ
り
政
府
目
標
ど
お
り
の
最
低
賃
金
引
上
げ
（

7
.3
％
・8

9
円
）
が
行
わ
れ
た
場
合
、「
収
益
悪
化
に
よ
り
、

事
業
継
続
が
困
難
（
廃
業
、
休
業
等
の
検
討
）
」と
す
る
企
業
は
、地
方
・小
規
模
企
業
で
２
割
（

2
0

.1
％
）
に
達

し、
都
市
部
（

1
3

.6
％
）
に
比
べ

6
.5
ポ
イ
ン
ト
高
い
。

○
同
じく
、「
既
存
事
業
・サ
ー
ビ
ス
の
縮
小
」と
す
る
企
業
も
、地
方
・小
規
模
企
業
で
２
割
近
く（

1
8

.7
％
）
、都
市
部

（
1

2
.1
％
）
に
比
べ

6
.6
ポ
イ
ン
ト
高
い
。

17
２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標

政
府
目
標
ど
お
り
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
場
合
の
影
響

 【
地
域
別
・規
模
別
】

【地
域
別
・規
模
別
集
計
，
複
数
回
答
】

※
⑮
頁
に
て
「対
応
は
不
可
能
」、
「対
応
は
困
難
」、
「対
応
は
可
能
」と
回
答
した
企
業

全
体

n=
1,

75
2

地
域
別

×
規
模
別

都
市
部

東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

n=
19

5

地
方

政
令
指
定
都
市
以
外

n=
1,

55
7

地
方
・小
規
模
企
業

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

n=
59

8

収
益
悪
化
に
よ
り
、

事
業
継
続
が
困
難

(廃
業
、
休
業
等
の
検
討

)

1
5

.9
%

1
3

.6
%

1
6

.3
%

2
0

.1
%

既
存
事
業
・サ
ー
ビ
ス
の
縮
小

1
5

.6
%

1
2

.1
%

1
6

.2
%

1
8

.7
%

+
2

.7
ポ
イ
ン
ト

+
6

.5
ポ
イ
ン
ト

+
4

.1
ポ
イ
ン
ト

+
6

.6
ポ
イ
ン
ト
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【事
業
の
縮
小
・廃
業
】

○
人
件
費
の
割
合
が
高
ま
る
た
め
、事
業
所
の
縮
小
を
避
け
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
。 

 （
関
東
・そ
の
他
サ
ー
ビス
業
）

○
大
幅
な
人
件
費
増
に
な
り、
価
格
転
嫁
で
吸
収
で
き
る
か
極
め
て
不
透
明
。
吸
収
で
き
な
け
れ
ば
赤
字
回
避
の
た
め
大
幅

な
コス
トカ
ット
は
避
け
られ
な
い
。そ
れ
で
も
吸
収
で
き
な
け
れ
ば
今
後
の
事
業
継
続
に
も
支
障
が
で
る
恐
れ
が
あ
る
。

（
北
陸
信
越
・小
売
業
）

○
コス
トの
増
加
分
を
商
品
価
格
に
転
嫁
で
き
な
け
れ
ば
、廃
業
も
視
野
に
入
る
。

（
九
州
・沖
縄
・小
売
業
）

【採
用
へ
の
影
響
】

○
本
来
は
従
業
員
を
新
規
採
用
し
た
い
が
、賃
金
の
事
を
考
え
る
と現
状
維
持
しか
で
き
そう
に
な
い
。（
中
国
・小
売
業
）

○
医
療
介
護
の
場
合
は
診
療
報
酬
に
よ
り公
定
価
格
で
算
出
され
る
た
め
、価
格
転
嫁
が
で
き
な
い
。最
低
賃
金
が
上
が
れ

ば
、正
社
員
採
用
分
を
非
正
規
雇
用
に
替
え
て
の
採
用
とな
る
。

 （
北
海
道
・医
療
・福
祉
・介
護
業
）

【投
資
の
抑
制
】

○
中
長
期
計
画
で
予
定
し
て
い
る
設
備
投
資
の
繰
り
延
べ
。

（
東
北
・運
輸
業
）

○
人
件
費
を
除
く固
定
費
を見
直
し、
未
来
へ
の
投
資
を
控
え
、
現
状
を
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

   
（
中
国
・建
設
業
）

【そ
の
他
】

⃝
現
状
で
は
対
応
可
能
と考
え
る
が
、世
界
情
勢
や
事
業
環
境
が
不
透
明
な
中
で
は
不
確
定
要
素
が
多
い
。

 （
関
東
・製
造
業
）18

２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標

政
府
目
標
ど
お
り
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
場
合
の
影
響
【自
由
回
答
欄
よ
り
抜
粋
】
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1
5

.1
%

1
1

.2
%

8
.0

%

1
0

.7
%

1
5

.2
%

1
4

.2
%

1
2

.3
%

1
3

.9
%

1
6

.3
%

2
0

.3
%

2
0

.3
%2
0

.3
%

1
9

.2
%

2
3

.2
%

2
1

.6
%2
3

.0
%

2.
6%

4.
9%

5.
8%

5.
0%

6.
7%

7.
0%

10
.0

%7.
5%

23
.5

%

17
.8

%

19
.8

%

18
.1

%

（
地
域
別

×
規
模
別
）

政
令
指
定
都
市
以
外

×
20
人
以
下

（
地
域
別
）
政
令
指
定
都
市
以
外

（
地
域
別
）
東
京

23
区
・政
令
指
定
都
市

全
体

年
平
均

1
%
未
満

年
平
均

1
%
程
度

年
平
均

2
%
程
度

年
平
均

3
%
程
度

年
平
均

4
%
程
度

年
平
均

5
%
程
度

年
平
均

6
%
程
度

年
平
均

7
%
程
度

年
平
均

8
%
以
上

分
か
ら
な
い

【地
域
別
・規
模
別
集
計
】

n=
3,

95
8

n=
1,

61
9

n=
3,

35
7

n=
60

1

0.
7％

0.
4％

0.
3％

0.
5％

0.
4％

0.
5％

0.
8％

1.
0％

0.
3％

○
対
応
可
能
な
最
低
賃
金
引
上
げ
の
水
準
に
つ
い
て
、「
年
平
均
３
％
程
度
」と
回
答
す
る
企
業
が
最
多
（

2
3

.0
％
）
。

「年
平
均
１
％
未
満
」か
ら
「年
平
均
３
％
程
度
」ま
で
を
合
わ
せ
る
と約
７
割
（

6
7

.9
％
）
。

○
政
府
目
標
ど
お
り
の
最
低
賃
金
引
上
げ
（

7
.3
％
）
に
対
応
可
能
と回
答
す
る
企
業
（
「年
平
均
７
％
程
度
」お
よ
び

「年
平
均
８
％
以
上
」）
は
全
回
答
企
業
の
わ
ず
か

1
.0
％
。

19
２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標

対
応
可
能
な
最
低
賃
金
引
上
げ
の
水
準

年
平
均
７
％
程
度

+
８
％
以
上
：

1
.0
％

0.
5％

0
.5
％

0
.5
％

年
平
均
１
％
未
満
～
３
％
程
度
：

6
7

.9
%

都
市
部

地
方

地
方
・小
規
模
企
業
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5
.0

%1
0

.7
%

1
5

.5
%

2
6

.7
%

4
1

.9
%

4
3

.4
%

4
4

.4
%

4
5

.4
%

7
7

.5
%

そ
の
他

賃
上
げ
実
施
企
業
へ
の
公
共
入
札
の
加
点
措
置

社
員
の
能
力
開
発
へ
の
支
援

IT
化
、
設
備
投
資
に
よ
る
業
務
効
率
化
、
省
力
化
へ
の
支
援

賃
上
げ
を
促
進
す
る
税
制
の
拡
充

景
気
対
策
を
通
じ
た
企
業
業
績
の
向
上

取
引
価
格
の
適
正
化
・円
滑
な
価
格
転
嫁

助
成
金
の
拡
充
・使
い
勝
手
の
向
上

税
・社
会
保
険
料
負
担
等
の
軽
減

○
最
低
賃
金
の
引
上
げ
へ
の
対
応
の
た
め
に
、
政
府
等
に
求
め
る
支
援
に
つ
い
て
は
、「
税
・社
会
保
険
料
負
担
等
の
軽

減
」が
約
８
割
（

7
7

.5
％
）
と最
多
。

○
「助
成
金
の
拡
充
・使
い
勝
手
の
向
上
（

4
5

.4
％
）
」 
、「
取
引
価
格
の
適
正
化
・円
滑
な
価
格
転
嫁

（
4

4
.4
％
）
」、

 「
景
気
対
策
を
通
じ
た
企
業
業
績
の
向
上
（

4
3

.4
％
）
」、
「賃
上
げ
を
促
進
す
る
税
制
の
拡
充

（
4

1
.9
％
）
」が
４
割
超
で
続
く。

20
２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標

最
低
賃
金
の
引
上
げ
へ
の
対
応
の
た
め
に
、
政
府
等
に
求
め
る
支
援

【全
体
集
計
，
複
数
回
答
】

n=
3,

95
8
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21

参
考
資
料

【
業
種
別
集
計
】
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3
3

.6
%

2
2

.9
%

2
6

.5
%

2
6

.6
%3

7
.5

%

3
8

.4
%

5
5

.5
%

5
5

.6
%

5
6

.2
%

5
9

.8
%

6
0

.3
%

4
4

.3
%

2
5

.5
%

3
7

.8
%

3
4

.1
%

3
8

.5
%

3
3

.9
%

2
8

.3
%

1
9

.2
%

2
3

.6
%

2
1

.6
%

2
0

.9
%

2
0

.5
%

2
8

.3
%

4
0

.9
%

3
9

.3
%

3
9

.4
%

3
4

.9
%

2
8

.6
%

3
3

.3
%2
5

.3
%

2
0

.8
%

2
2

.2
%

1
9

.3
%

1
9

.2
%

2
7

.4
%

そ
の
他

建
設
業

金
融
・保
険
・不
動
産
業

情
報
通
信
・情
報
サ
ー
ビ
ス
業

卸
売
業

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

小
売
業

製
造
業

運
輸
業

宿
泊
・飲
食
業

医
療
・福
祉
・介
護
業

全
体

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
な
か
っ
た
が
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た

最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
な
か
っ
た

１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

2
0

2
4
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
を
受
け
た
中
小
企
業
の
割
合
【業
種
別
集
計
】

〇
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
め
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た
」企
業
は
、医
療
・福
祉
・介
護
業
（

6
0

.3
％
）
、

宿
泊
・飲
食
業
（

5
9

.8
％
）
、運
輸
業
（

5
6

.2
％
）
に
お
い
て
６
割
に
迫
り
、製
造
業
（

5
5

.6
％
）
、小
売
業

（
5

5
.5
％
）
で
も
全
体
（

4
4

.3
%
）
を
上
回
る
。

22

【業
種
別
集
計
】 n=

3,
95

8
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3
4

.0
%

6
0

.6
%7

1
.3

%

5
8

.6
%

5
4

.3
%

4
6

.8
%

4
5

.3
%

3
6

.2
%

3
5

.4
%

2
0

.3
%

3
5

.1
%4
3

.7
%

2
2

.0
%

2
6

.8
%1

6
.7

%

2
7

.6
%

2
8

.6
%

3
0

.1
%

3
2

.6
%

3
8

.3
%

2
4

.5
%

3
3

.3
%

2
2

.2
%

2
7

.4
% 1
2

.0
%

5
.5

%

4
.0

%

3
.4

%

5
.7

%

8
.4

%

7
.0

%

4
.3

%

1
1

.7
%

1
4

.1
%

8
.2

%

8
.7

%

1
2

.0
%

2
.4

%

1
.3

%

3
.4

%

5
.7

%

4
.3

%

5
.8

%

4
.3

%

8
.2

%

9
.9

%

1
0

.3
%

6
.1

%

4
.0

%

1
.6

%

2
.7

%

0
.0

%

0
.0

%

3
.8

%7
.0

%

6
.4

%

9
.3

%

8
.9

%

1
5

.5
%

6
.3

%

1
6

.0
%

3
.1

%

4
.0

%

6
.9

%

5
.7

%

6
.7

%

2
.3

%

1
0

.6
%

1
0

.9
%

1
3

.5
%

8
.8

%

7
.9

%

そ
の
他

卸
売
業

建
設
業

情
報
通
信
・情
報
サ
ー
ビ
ス
業

金
融
・保
険
・不
動
産
業

製
造
業

運
輸
業

医
療
・福
祉
・介
護
業

小
売
業

宿
泊
・飲
食
業

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

全
体

１
割
未
満

１
割
以
上
３
割
未
満

３
割
以
上
５
割
未
満

５
割
以
上
７
割
未
満

７
割
以
上
９
割
未
満

９
割
以
上

１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

最
低
賃
金
を
下
回
っ
た
た
め
賃
金
を
引
上
げ
た
従
業
員
の
割
合
【業
種
別
集
計
】

○
最
低
賃
金
を
下
回
っ
た
た
め
賃
金
を
引
き
上
げ
た
従
業
員
が
全
体
の
「５
割
以
上
」に
達
す
る
中
小
企
業
が
、そ
の
他

サ
ー
ビ
ス
業
（

3
4

.5
%
）
や
宿
泊
・飲
食
業
（

3
2

.3
%
）
、小
売
業
（

2
8

.4
%
）
な
ど
労
働
集
約
型
の
業
種
で

全
体
を
上
回
る
。

23

【業
種
別
集
計
】
※
④
頁
に
て
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
た
め
、賃
金
を
引
き
上
げ
た
」と
回
答
した
企
業

n=
1,

75
2
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１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

最
低
賃
金
を
下
回
っ
た
た
め
賃
金
を
引
上
げ
た
従
業
員
の
属
性
【業
種
別
集
計
】

○
最
低
賃
金
を
下
回
った
た
め
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」の
賃
金
を
引
上
げ
た
企
業
の
割
合
は
、宿
泊
・飲
食
業
（

9
7

.9
%
）
、医
療
・福
祉
・介
護
業
（

9
5

.7
%
）
、金
融
・保
険
・不
動
産
業
（

9
4

.3
%
）
で
９
割
を
超
え
る
。

○
「正
社
員
」の
賃
金
を
引
上
げ
た
企
業
の
割
合
は
、運
輸
業
で
約
６
割
（

5
8

.1
%
）
に
達
す
る
ほ
か
、医
療
・福
祉
・介

護
業
（

3
4

.0
%
）
、
建
設
業
（

3
0

.0
％
）
、
製
造
業
（

2
9

.9
％
）
で
約
３
割
と全
体
を
上
回
る
。

24

【業
種
別
集
計
，
複
数
回
答
】
※
④
頁
に
て
「最
低
賃
金
を
下
回
る
従
業
員
が
い
た
た
た
め
、賃
金
を
引
き
上
げ
た
」と
回
答
した
企
業

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

（
主
婦
パ
ー
ト
、

学
生
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
）

正
社
員

フ
ル
タ
イ
ム
・

有
期
契
約
労
働
者

そ
の
他

全
体

n
=

1
,7

5
2

8
1

.3
%

2
7

.2
%

2
1

.2
%

3
.8

%

宿
泊
・飲
食
業

9
7

.9
%

2
0

.8
%

1
2

.5
%

0
.5

%

医
療
・福
祉
・介
護
業

9
5

.7
%

3
4

.0
%

2
3

.4
%

2
.1

%

金
融
・保
険
・不
動
産
業

9
4

.3
%

8
.6

%
1

4
.3

%
0

.0
%

小
売
業

8
9

.5
%

2
4

.9
%

2
0

.2
%

1
.2

%

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

8
6

.6
%

2
3

.7
%

2
0

.1
%

1
.5

%

卸
売
業

8
5

.0
%

1
5

.7
%

1
2

.6
%

1
.6

%

製
造
業

7
5

.4
%

2
9

.9
%

2
7

.4
%

7
.9

%

情
報
通
信
・情
報
サ
ー
ビ
ス
業

7
2

.4
%

2
4

.1
%

1
7

.2
%

0
.0

%

建
設
業

6
4

.0
%

3
0

.0
%

1
2

.7
%

3
.3

%

運
輸
業

6
4

.0
%

5
8

.1
%

3
3

.7
%

3
.5

%

そ
の
他

7
8

.0
%

2
2

.0
%

2
4

.0
%

4
.0

%
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2
0

.1
%

1
5

.9
%

1
3

.6
%2
2

.9
%

2
3

.3
%3

3
.3

%

3
6

.0
%4
3

.8
%

4
8

.7
%5
7

.3
%

4
1

.8
%

3
2

.3
%

4
7

.7
%

3
9

.4
%

4
4

.4
%

4
0

.4
%4
7

.8
%

4
3

.2
%4
6

.4
%4

1
.7

%

3
7

.2
%

3
2

.7
%

4
8

.4
%

4
3

.7
%

2
4

.2
%

3
9

.4
%

3
6

.3
%3
3

.9
%

2
5

.4
%

1
9

.0
%1
5

.5
%

1
1

.4
%

1
1

.5
%

8
.7

%

9
.2

%

2
0

.5
%

8
.1

%

5
.3

%

5
.8

%

2
.8

%

3
.5

%

4
.6

%

2
.1

%

3
.0

%

2
.6

%

1
.2

%

0
.7

%

3
.5

%

そ
の
他

金
融
・保
険
・不
動
産
業

建
設
業

情
報
通
信
・情
報
サ
ー
ビ
ス
業

卸
売
業

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

製
造
業

小
売
業

医
療
・福
祉
・介
護
業

宿
泊
・飲
食
業

運
輸
業

全
体

大
い
に
負
担
に
な
っ
て
い
る

多
少
は
負
担
に
な
っ
て
い
る

負
担
に
な
っ
て
い
な
い

分
か
ら
な
い

○
現
在
の
最
低
賃
金
に
つ
い
て
、「
大
い
に
負
担
」と
「多
少
は
負
担
」の
合
計
は
、運
輸
業
（

9
0

.2
％
）
、宿
泊
・飲
食

業
（

9
0

.0
%
）
、医
療
・福
祉
・介
護
業
（

8
5

.9
％
）
、小
売
業
（

8
5

.5
％
）
に
お
い
て
、全
体
（

76
.0

%
）
を

１
割
前
後
上
回
り、
特
に
負
担
感
が
強
い
。

25
１
．
今
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

現
在
の
最
低
賃
金
の
負
担
感
【業
種
別
集
計
】

【業
種
別
集
計
】

n＝
3,

95
8
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1
9

.7
%

3
5

.9
%

3
2

.7
%

2
7

.4
%

2
3

.5
%

2
1

.4
%

1
9

.4
%

1
5

.6
%

1
1

.5
%

1
0

.7
%

1
2

.1
%

1
3

.4
%

5
4

.5
%

5
3

.8
%

5
7

.0
%

5
9

.2
%

6
0

.8
%

5
8

.0
%

5
4

.1
%

5
0

.5
%

5
3

.7
%

4
7

.1
%

3
3

.3
%

6
0

.4
%

2
2

.3
%

7
.7

%

8
.7

%

1
1

.7
%

1
4

.4
%

1
8

.7
%

2
2

.2
%

2
3

.9
%

2
9

.2
%

3
7

.0
%

4
6

.2
%

2
2

.1
%

3
.5

%

2
.6

%

1
.6

%

1
.7

%

1
.3

%

1
.9

%

4
.4

%

1
0

.1
% 5
.6

%

5
.2

%

8
.3

%

4
.0

%

全
体

医
療
・福
祉
・介
護
業

宿
泊
・飲
食
業

小
売
業

運
輸
業

製
造
業

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

情
報
通
信
・情
報
サ
ー
ビ
ス
業

卸
売
業

建
設
業

金
融
・保
険
・不
動
産
業

そ
の
他

対
応
は
不
可
能

対
応
は
困
難

対
応
は
可
能

既
に
対
応
済
み

○
新
た
な
政
府
目
標
に
つ
い
て
、 
医
療
・福
祉
・介
護
業
（

8
9

.7
％
）
、 
宿
泊
・飲
食
業
（

8
9

.7
％
）
、 
小
売
業

（
8

6
.6
％
）
、運
輸
業
（

8
4

.3
％
）
で
は
、「
対
応
は
不
可
能
」も
し
くは
「対
応
は
困
難
」と
回
答
し
た
企
業
が
、
８

割
を
超
え
る
。

○
「対
応
は
不
可
能
」と
の
回
答
は
、医
療
・福
祉
・介
護
業
（

3
5

.9
％
）
、 
宿
泊
・飲
食
業
（

3
2

.7
％
）
で
３
割
超
。26

２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標

新
た
な
政
府
目
標
「2

0
2

0
年
代
に
全
国
加
重
平
均

1
,5

0
0
円
」に
対
す
る
考
え
【業
種
別
集
計
】

【業
種
別
集
計
】

n=
3,

95
8

51



1
1

.2
%

8
.2

%

8
.3

%

8
.4

%

1
4

.3
%1
6

.1
%1
7

.8
%2
0

.0
%

2
3

.2
%

2
4

.7
%

3
0

.3
%

1
5

.9
%

そ
の
他

建
設
業

金
融
・保
険
・不
動
産
業

卸
売
業

情
報
通
信
・情
報
サ
ー
ビ
ス
業

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

製
造
業

小
売
業

運
輸
業

宿
泊
・飲
食
業

医
療
・福
祉
・介
護
業

全
体

○
2

0
2

5
年
度
よ
り
政
府
目
標
ど
お
り
の
最
低
賃
金
引
上
げ
（

7
.3
％
・8

9
円
）
が
行
わ
れ
た
場
合
、「
収
益
悪
化
に
よ
り
、

事
業
継
続
が
困
難
（
廃
業
、
休
業
等
の
検
討
）
」と
す
る
企
業
が
、医
療
・福
祉
・介
護
業
で
３
割
超
（

3
0

.3
％
）
。

宿
泊
・飲
食
業
（

2
4

.7
％
）
、
運
輸
業
（

2
3

.2
％
）
、
小
売
業
（

2
0

.0
％
）
で
２
割
台
に
の
ぼ
る
。

27
２
．
最
低
賃
金
の
政
府
目
標

政
府
目
標
ど
お
り
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
場
合
の
影
響
・「
収
益
悪
化
に
よ
り
、
事
業
継
続
が
困
難
」と
回
答
し
た
企
業
【業
種
別
集
計
】

【業
種
別
集
計
】
※
⑯
頁
に
て
収
益
悪
化
に
よ
り、
事
業
継
続
が
困
難
に
（
廃
業
、休
業
等
の
検
討
）
と回
答
した
企
業

n=
3,

81
8
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インターネットでの掲載 

統計課 令和 7年 2月 26日 

 

令和 2年(2020年)基準  岐阜市消費者物価指数 

令和 7年 1月分  

概 況 

⚫ 総合指数は令和 2 年を 100 として 111.7 

  前月比は 0.7％の上昇  前年同月比は 4.6％の上昇 

 

⚫ 生鮮食品を除く総合指数は 110.3 

  前月比は 0.4％の上昇  前年同月比は 3.7％の上昇 

 

⚫ 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は 109.0 

  前月比は 0.3％の上昇  前年同月比は 3.1％の上昇。 

図１ 消費者物価指数の推移 

 

表１ 総合指数、前月比及び前年同月比 

 

※  全国総合指数の前月比については、季節調整値としている。 

注）前月比及び前年同月比については、端数処理前の指数値を用いて計算しているため、公表された指

数値を用いて計算した値とは一致しない場合がある。 
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月

生鮮食品及びエネルギー

を除く総合指数

R4

R5

R6

R7

R2=100
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107
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月

総合指数

R4

R5

R6

R7

R2=100

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月

生鮮食品を除く

総合指数

R4

R5

R6

R7

R2=100

令和7年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

指数 106.8 106.7 107.0 107.8 108.0 108.3 108.5 109.1 109.1 109.9 110.3 111.0 111.7

総合指数 前月比    (％) 0.2 -0.1 0.3 0.8 0.1 0.3 0.2 0.6 0.0 0.7 0.4 0.6 0.7

前年同月比(％) 1.8 2.6 2.6 2.6 2.8 3.2 2.8 3.2 3.1 3.0 3.5 4.2 4.6

指数 106.4 106.5 106.7 107.3 107.4 108.0 108.2 108.7 108.4 109.2 109.7 109.9 110.3

前月比    (％) 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2 0.5 -0.2 0.7 0.4 0.2 0.4

前年同月比(％) 1.7 2.6 2.6 2.3 2.6 2.9 2.7 3.1 2.9 2.9 3.2 3.4 3.7

指数 105.7 105.8 105.9 106.6 106.6 106.9 106.8 107.4 107.7 108.6 108.8 108.7 109.0

前月比    (％) 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.3 0.8 0.2 0.0 0.3

前年同月比(％) 3.4 3.3 3.1 2.8 2.6 2.6 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 2.9 3.1

指数 106.9 106.9 107.2 107.7 108.1 108.2 108.6 109.1 108.9 109.5 110.0 110.7 111.2

総合指数
前月比(季節調
整値)(※)(％) 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.4 -0.1 0.4 0.4 0.6 0.5

前年同月比(％) 2.2 2.8 2.7 2.5 2.8 2.8 2.8 3.0 2.5 2.3 2.9 3.6 4.0

令和6年

全
国

生鮮食品を除く

総合指数

生鮮食品及びエ
ネルギーを除く

総合指数

岐
阜
市
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Press Release 

2025春季生活闘争 検索 

【概要】 

○  平均賃金方式で回答を引き出した 760組合の加重平均（規模計）は 17,828円・5.46％

と、昨年同時期を上回った（昨年同時期比 1,359円増・0.18ポイント増）。300 人未

満の中小組合（351組合）は、14,320円・5.09％で、昨年を上回るとともに（昨年同

時期比 2,408円増・0.67ポイント増）、昨年比の上げ幅では規模計をも上回った。 

中小組合の賃上げ率が 5％以上となるのは、1992 闘争（5.10％）以来 33 年ぶりで

ある（1992闘争のデータは最終回答集計時点）。 

賃上げ分が明確にわかる 649組合の賃上げ分は 12,571円・3.84％（同 1,064円増・

0.14ポイント増）で、賃上げ分が明確にわかる組合の集計を開始した 2015闘争以降

で最も高くなった（過去データは最終回答集計時点）。 

○  有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額（加重平均）は、時給 75.39 円（同 4.29

円増）と、昨年同時期を上回った。時給の引上げ率（概算）は 6.50％（同 0.03ポイ

ント増）と、一般組合員（平均賃金方式）をも上回っている。 

○  国際的に見劣りする賃金水準に加え、物価高、人材確保などを背景に、「人への投

資」の重要性について、労使で認識を共有したうえで、足元の状況も踏まえ、月例賃

金にこだわった組合の要求と粘り強い交渉の結果であると評価する。また、交渉に真

摯に応じ社会の期待に沿った回答を決断した経営側にも敬意を表する。 

 

 

 

 

 

報道関係者各位 

 

前年を上回る回答引き出し！中小組合も 5％超え！ 

有期・短時間・契約等労働者（時給）の賃上げ率は 6％超え！ 

～2025春季生活闘争 第 1回回答集計結果について～ 
 

 連合（会長：芳野友子）は 3月 14日（金）10:00時点で、2025春季生活闘争の第 1

回回答集計を行いましたので、結果を報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料： 
 1. 第 1回回答集計結果 総括表（賃金）  ..................................... 2 

●連合ホームページにも掲載中： 
連合ホームページ＞主な活動＞労働・賃金・雇用＞春闘（春季生活闘争）＞2025 年春闘争

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/index2025.html 

●今後の公表予定： 
3月21日（金）第 2回回答集計結果（3月月内決着回答ゾーン《前半》）記者会見（17:00予定） 

4月 3日（木）第 3回回答集計結果（3月月内決着回答ゾーン《後半》）記者会見（16:15予定） 

2025年 3月 14日（金） 

《問い合わせ先》 

総合政策推進局長 仁平 章 

直通電話 03（5295）0517 

代表電話 03（5295）0550 
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Press Release 

2025春季生活闘争 検索 

１．

760 組合 1,359 円 771 組合

1,531,258 人 0.18 ポイント 1,442,371 人

351 組合 2,408 円 358 組合

39,066 人 0.67 ポイント 38,450 人

189 組合 1,083 円 203 組合

8,702 人 0.34 ポイント 9,683 人

162 組合 2,756 円 155 組合

30,364 人 0.73 ポイント 28,767 人

409 組合 1,316 円 413 組合

1,492,192 人 0.17 ポイント 1,403,921 人

172 組合 1,268 円 190 組合

100,584 人 0.15 ポイント 109,783 人

237 組合 1,303 円 223 組合

1,391,608 人 0.17 ポイント 1,294,138 人
※ 2025年と2024年で集計対象組合が異なるため、「定昇相当込み賃上げ計」の昨年対比は整合しない。

649 組合 18,258 円 12,571 円 1,064 円 654 組合 17,333 円 11,507 円
1,371,064 人 5.56 ％ 3.84 ％ 0.14 ポイント 1,281,936 人 5.51 ％ 3.70 ％

266 組合 14,884 円 10,286 円 1,898 円 268 組合 12,842 円 8,388 円
32,792 人 5.24 ％ 3.62 ％ 0.64 ポイント 31,780 人 4.61 ％ 2.98 ％

128 組合 12,559 円 8,078 円 496 円 135 組合 11,839 円 7,582 円
6,500 人 4.66 ％ 3.02 ％ 0.17 ポイント 6,934 人 4.42 ％ 2.85 ％

138 組合 15,508 円 10,832 円 2,219 円 133 組合 13,132 円 8,613 円
26,292 人 5.37 ％ 3.75 ％ 0.73 ポイント 24,846 人 4.66 ％ 3.02 ％

383 組合 18,345 円 12,627 円 1,041 円 386 組合 17,463 円 11,586 円
1,338,272 人 5.57 ％ 3.85 ％ 0.13 ポイント 1,250,156 人 5.54 ％ 3.72 ％

162 組合 16,790 円 11,932 円 1,098 円 179 組合 15,735 円 10,834 円
95,469 人 5.49 ％ 3.88 ％ 0.16 ポイント 103,458 人 5.39 ％ 3.72 ％

221 組合 18,478 円 12,681 円 1,027 円 207 組合 17,635 円 11,654 円
1,242,803 人 5.57 ％ 3.84 ％ 0.12 ポイント 1,146,698 人 5.55 ％ 3.72 ％

46 組合 10,975 円 303,834 円 488 円 37 組合 10,487 円 286,617 円
50,008 人 3.61 ％ 314,809 円 ▲ 0.05 ポイント 46,724 人 3.66 ％ 297,104 円

48 組合 11,357 円 277,521 円 1,831 円 47 組合 9,526 円 262,703 円
51,817 人 4.09 ％ 288,878 円 0.46 ポイント 57,764 人 3.63 ％ 272,229 円

31 組合 17,299 円 301,573 円 818 円 31 組合 16,481 円 287,864 円
20,985 人 5.74 ％ 318,872 円 0.01 ポイント 29,271 人 5.73 ％ 304,345 円

28 組合 19,177 円 267,191 円 925 円 27 組合 18,252 円 252,426 円
11,886 人 7.18 ％ 286,368 円 ▲ 0.05 ポイント 20,358 人 7.23 ％ 270,678 円

7 組合 311,719 円 ▲ 17,201 円 2 組合 328,920 円
37,128 人 329,238 円 ▲ 8,507 円 28,237 人 337,745 円

0 組合 0 円 0 円 0 組合 0 円
0 人 0 円 0 円 0 人 0 円

【注】

％

％

％

15,393
円

5.29
％

賃上げ分

16,721
円

16,609
円

5.30
％

5.30
％

12,482
円

4.53

300人未満 計 14,320
円

5.09

2025第1回回答回答集計（2025年3月14日公表)    3/14    12:59

《 回 答 集 計 》 見 出 し ス ペ ー ス

賃上げ（月例賃金）

①平均賃金方式　（集計組合員数による加重平均）

平均賃金方式

2025回答（2025年3月14日公表)

昨年対比

2024回答（2024年3月15日公表)

集計組合数 定昇相当込み賃上げ計

5.28
％

集計組合数 定昇相当込み賃上げ計

集計組合員数 額 率 集計組合員数 額 率

％
11,912

円
4.42

17,828
円

5.46
％

16,469
円

～99人 11,355
円

4.39
％

10,272
円

4.05

300人以上 計 17,925
円

5.47
％

100～299人 15,238
円

5.26
％

1,000人～ 18,024
円

5.47
％

300～999人 16,661
円

5.44
％

～99人

100～299人

300人以上 計

集計組合数 定昇相当込み
賃上げ計集計組合員数 賃上げ分 集計組合員数

《参考》
賃上げ分が明確に分
かる組合の集計
（加重平均）

2025回答（2025年3月14日公表)
賃上げ分
昨年対比

2024回答（2024年3月15日公表)

集計組合数 定昇相当込み
賃上げ計

300人未満 計

②個別賃金方式　（組合数による単純平均）

個別賃金方式

2025回答（2025年3月14日公表)
引上げ額／率
昨年対比

2024回答（2024年3月15日公表)

集計組合数 引上げ額

300～999人

1,000人～

Ａ方式35歳

Ａ方式30歳

Ｃ方式35歳

Ｃ方式30歳

Ａ方式： 特定した労働者（たとえば勤続17年・年齢35歳生産技能職、勤続12年・年齢30歳事務技術職）の前年度の水準に対して、新年度該当する労働者の
賃金をいくら引き上げるか交渉する方式。この部分を連合は「純ベア」と定義した。

改定前水準
到達水準

集計組合数 引上げ額 改定前水準
到達水準集計組合員数 引上げ率 集計組合員数 引上げ率

Ｃ方式： 個別銘柄で、引き上げ後の水準をいくらにするかを要求する方式。

Ｂ方式： 特定する労働者（たとえば新年度勤続17年・年齢35歳生産技能職）の前年度の賃金に対し、新年度（勤続と年齢がそれぞれ１年増加）いくら引き
上げるかを交渉する方式。

Ｂ方式35歳

Ｂ方式30歳
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③有期・短時間・契約等労働者の賃上げ

76.75 円 1,275.63 円 1.62 円 75.13 円 1,239.84 円
6.40 ％ ▲ 0.07 ポイント 6.47 ％

75.39 円 1,235.79 円 4.29 円 71.10 円 1,170.13 円
6.50 ％ 0.03 ポイント 6.47 ％

単純平均 15 組合 14,235 円 5.80 ％ ▲ 699 円 22 組合 14,934 円 6.26 ％
加重平均 7,460 人 12,670 円 5.30 ％ ▲ 2,752 円 10,392 人 15,422 円 6.75 ％

2025回答（2025年3月14日公表)

昨年対比
2024回答（2024年3月15日公表)

時給
集計組合数

賃上げ額・率 平均時給
（参考値）

集計組合数

《 回 答 集 計 》 見 出 し ス ペ ー ス

賃上げ額・率 平均時給
（参考値）集計組合員数 集計組合員数

月給
集計組合数

賃上げ額 率（参考値） 昨年対比
集計組合数

賃上げ額 率（参考値）
集計組合員数 集計組合員数

加重平均

単純平均
98

505,768 人
組合

534,452
106

人
組合

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

13.3.14 14.3.14 15.3.20 16.3.18 17.3.17 18.3.16 19.3.15 20.3.13 21.3.19 22.3.18 23.3.17 24.3.15 25.3.14

賃上率 1.74 2.16 2.43 2.08 2.06 2.16 2.16 1.91 1.81 2.14 3.80 5.28 5.46

中小賃上率 1.86 2.22 2.26 2.07 2.06 2.17 2.12 2.05 1.84 2.05 3.45 4.42 5.09

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
2013以降の第1回回答集計結果の推移

（%）

※各年データは平均賃金方式（加重平均）による定昇相当込み賃上げ率

 回 答 集 計  回 答 集 計 

13.3.15 14.3.14 15.3.20 16.3.18 17.3.17 18.3.16 19.3.15 20.3.13 21.3.19 22.3.18 23.3.17 24.3.15 25.3.14

回答組合数 26 89 55 54 44 81 68 77 56 77 94 106 98

回答引上幅 15.96 11.97 19.67 18.92 19.34 27.04 27.54 30.49 24.61 26.25 61.73 71.1 75.39
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有期・短時間・契約等労働者の賃上げ

2013 闘争以降の【時給】推移 （第 1 回回答集計時点）
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末
時
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の
最
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集
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重
平
均
）に
よ
る
定
昇
相
当
込
み
賃
上
げ
率
）
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